
 

 

 

 

 

 

 

 

通達資料 
3 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準 

（昭和 52 年 2月 22 日付け開総第 195 号農地開発部長通知）の一部改正 

 

    １．適用年月日 

 最新設計単価の対象工事 最新設計単価の対象外工事 

積算基準日 令和５年 12 月 19 日以降 令和６年 2月 21 日以降 

 



 

 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－1－ 

３ 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準 
【省略】 

 

第 1  趣 旨 

【省略】 

別表 1  共通仮設費率適用範囲 

項 目 率の対象項目 

運搬費 

１ 建設機械器具の運搬等に要する費用 

（１）質量 20ｔ未満の建設機械の搬入、搬出（組立・解体を含む）に要する費用 

（２）器材等（型枠、支保材、足場材、仮囲い、敷鉄板（積上げ計上分を除く）、橋梁ベント、橋梁

架設用タワー、橋梁用架設桁設備、排砂管、トレミー管等）の搬入、搬出並びに現場内小運搬に

要する費用 

（３）建設機械の自走による運搬に要する費用 

（４）建設機械等の日々回送(分解・組立、輸送)に要する費用 

（５）建設機械の現場内小運搬に要する費用 

準備費 

１ 準備及び跡片付けに要する費用 

（１）準備に要する費用 

（２）現場の跡片付け、清掃、踏み荒らしに対する復旧等に要する費用 

２ 調査・測量、丁張等に要する費用 

（１）工事施工に必要な測量及び丁張に要する費用 

（２）縦・横断面図の照査等に要する費用 

（３）用地幅杭等の仮移設等に要する費用 

３ 準備として行う以下に要する費用 

（１）ブルドーザ、レーキドーザ、バックホウ等による雑木や小さな樹木、竹などを除去する伐開に

要する費用（チェーンソー等による伐採作業を除く） 

（２）除根、除草、整地、段切り（ため池及びダムの堤体部を除く）、すりつけ等に要する費用。な

お、伐開、除根及び除草は、現場内の集積・積込み作業を含む。（農用地造成工事の伐開、除根、

除草等に要する費用を除く） 

安全費 

１ 工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 

２ 不稼働日の保安要員等の費用 

３ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、架空線等事故防止対策簡易ゲート等の安全施設類

等の設置・撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料 

４ 夜間作業を行う場合における照明に要する費用（大規模な照明施設を必要とする広範なダム工事

及びトンネル本体工事を除く） 

５ 河川、海岸工事における救命艇に要する費用 

６ 酸素欠乏症の予防に要する費用 

７ 粉塵作業の予防に要する費用「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」に

よるトンネル工事の粉塵発生源に係る措置の各設備、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落

とし作業における労働者の健康障害防止について」に伴う各ばく露防止対策は、仮設工に計上する） 

８ トンネル等における防火安全対策に要する費用 

９ 安全用品等に要する費用（墜落制止用器具（フルハーネス型）を含む） 

10 安全委員会等に要する費用 

【省略】 
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表内、字句の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


